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 区域施策編策定の基本的事項・背景 
 区域施策編策定の背景 

（1） 区域施策編策定の⽬的 
2022（令和４）年６⽉、中富良野町（以下「本町」といいます。）は中富良野町議会とともに、

2050 年までに地球温暖化の原因となる⼆酸化炭素排出量を実質ゼロとする脱炭素社会の実現を⽬指す
「ゼロカーボンシティなかふらの」を宣⾔しました。また、2023（令和 5）年 3 ⽉に第 2 次中富良野町地球
温暖化対策実⾏計画（事務事業編）を策定し、公共施設等から排出される温室効果ガスの削減に取り
組むこととしています。 

本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条第 4 項に規定する「地⽅公共団体実⾏計画
（区域施策編）」として策定するもので、本町における温室効果ガス排出量等の実態調査及び将来分析
等を⾏い、地域特性を踏まえた将来像、脱炭素シナリオ、温室効果ガス削減⽬標等を定めることにより、町
⺠や事業者との協働により脱炭素化を図る取組を推進することを⽬的とします。 

 

（2） 気候変動の影響 
気候変動問題は、遠い未来の話ではなく、今まさに私たちの⽣活に⼤きな影響を与えています。 
国内でも、集中豪⾬による河川の洪⽔や⼟砂災害など⾃然災害、熱中症などの健康被害の増加は既に

各地で確認されています。 
世界的にも平均気温が上昇したり、雪や氷が融けたり、海⾯⽔位が上昇したりする現象が観測されていま

す。 
2021（令和 3）年８⽉には、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第６次評価報告書が公表さ

れました。報告書では、⼈間の影響が⼤気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないこと、
⼤気、海洋、雪氷圏及び⽣物圏において、広範囲かつ急速な変化が現れていること、気候システムの多くの
変化（極端な⾼温や⼤⾬の頻度と強度の増加、いくつかの地域における強い熱帯低気圧の割合の増加等）
は、地球温暖化の進⾏に直接関係して拡⼤することが⽰されました。 

今後、地球温暖化の進⾏に伴い、このような猛暑や豪⾬のリスクは更に⾼まることが予測されています。 
 

（3） 地球温暖化対策を巡る国際的な動向 
2015（平成 27）年の国連サミットにおいて「我々の世界を変⾰する︓持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」が採択されました。その中に、持続可能な開発⽬標（SDGs）として、17 のゴールと 169 のター
ゲットが設定され、⽬標達成に向けて、地球上の誰⼀⼈取り残さないことを計画に掲げました。 

同年 11 ⽉から 12 ⽉にかけて、フランス・パリにおいて、第 21 回締約国会議（COP21）が開催され、京
都議定書以来 18 年ぶりの新たな法的拘束⼒のある国際的な合意⽂書となるパリ協定が採択されました。 

合意に⾄ったパリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業⾰命以前に⽐べて 2℃
より⼗分低く保つとともに、1.5℃に抑える努⼒を追求すること」や「今世紀後半の温室効果ガスの⼈為的な
排出と吸収の均衡」を掲げたほか、先進国と途上国といった⼆分論を超えた全ての国の参加、5 年ごとに貢
献（nationally determined contribution）を提出・更新する仕組み、適応計画プロセスや⾏動の実
施等を規定しており、国際枠組みとして画期的なものと⾔えます。 

2018（平成 30）年に公表された IPCC「1.5℃特別報告書」によると、世界全体の平均気温の上昇を
２℃より⼗分下回り、1.5℃の⽔準に抑えるためには、CO2 排出量を 2050 年頃に正味ゼロとすることが必
要とされています。この報告書を受け、世界各国で、2050 年までのカーボンニュートラルを⽬標として掲げる動
きが広がりました。  
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（4） 地球温暖化対策を巡る国内の動向 
2020（令和 2）年 10 ⽉、我が国は、2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、

すなわち、2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を⽬指すことを宣⾔しました。翌年 4 ⽉、地球
温暖化対策推進本部において、2030（令和 12）年度の温室効果ガスの削減⽬標を 2013（平成 25）
年度⽐ 46％削減することとし、さらに 50%の⾼みに向けて、挑戦を続けていく旨が公表されました。 

また、2021（令和 3）年 10 ⽉には、これらの⽬標が位置付けられた地球温暖化対策計画（以下「地
球温暖化対策計画」といいます。）の閣議決定がなされました。地球温暖化対策計画においては、我が国
は、2030（令和 12）年、そして 2050 年に向けた挑戦を絶え間なく続けていくこと、2050 年カーボンニュ
ートラルと 2030（令和 12）年度 46%削減⽬標の実現は決して容易ではなく、全ての社会経済活動にお
いて脱炭素を主要課題の⼀つとして位置付け、持続可能で強靱な社会経済システムへの転換を進めること
が不可⽋であること、⽬標実現のために、脱炭素を軸として成⻑に資する政策を推進していくことなどが⽰され
ています。 

 
表 1 地球温暖化対策計画における 2030（令和 12）年度温室効果ガス排出削減量の⽬標 

 
出典︓環境省「地球温暖化対策計画 概要」 

 

（5） 中富良野町における地球温暖化対策のこれまでの取組や今後の取組⽅針 
本町においては、2022（令和 4）年 6 ⽉に「ゼロカーボンシティなかふらの」を宣⾔し、2050 年までに⼆

酸化炭素の排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」を⽬指して、脱炭素社会の実現に向け、主体的に
取り組んでいくこととしました。近年の国際的な動向や国内の動向、ゼロカーボンシティ宣⾔を踏まえ、これまで
以上に地球温暖化対策を講じていく必要があります。 

その際、住⺠や地域の事業者とも連携し、本町が抱える課題に対応するために、⼀体となり地球温暖化
対策に取り組んでいくこととします。 

 
  



3 

 区域の特徴 
（1） 位置・地勢 

本町は北海道のほぼ中央に位置し、東⻄ 17.9km、南北 13.4km、総⾯積 108.65km2 の東⻄に細
⻑く広がるまちで、東北は上富良野町、南は富良野市、⻄は芦別市、北の⼀部で美瑛町と接しています。 

地勢は、東に国⽴公園⼤雪⼭系の⼗勝岳⼭麓、⻄は道⽴⾃然公園の芦別岳を主峰とする⼣張⼭脈が
南北に縦⾛しています。 

地域内には、⽯狩川⽔系空知川⽀流の富良野川と、その⽀流のヌッカクシ富良野川、ベベルイ川、デボツ
ナイ川の 4 河川が貫流しており、その流域の平坦地は⽔⽥として利⽤されており、⼭裾の丘陵地は畑として
利⽤されています。 

 

 
図 1 中富良野町の位置 
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（2） 気候 
本町の気候は、夏季は⾼温低湿で、最⾼気温が 30℃以上、⽇最⾼平均気温 26℃前後を⽰し、冬季

は最低気温-20℃前後、⽇最低平均気温-15℃前後になり、積雪は 1ｍを超える内陸型気候である。 
 

 
図 2 中富良野町の気候（富良野観測所） 

出典︓気象庁「平年値（年・⽉ごとの値）」（統計期間︓1991〜2020、観測地点︓富良野） 
 

（3） ⼈⼝と世帯数 
本町の⼈⼝は減少傾向にあり、2020（令和２）年では、2000（平成 12）年と⽐較して約 20%減

少しており、約 4,700 ⼈となっています。なお、2023（令和 5）年 12 ⽉末の⼈⼝は約 4,600 ⼈です。ま
た、推計上では、2050（令和 32）年には約 2,700 ⼈まで減少することが⾒込まれています。 

 

 
図 3 中富良野町の⼈⼝・世帯数の推移と将来⼈⼝推計 

出典︓総務省「国勢調査」（2000-2020） 
出典︓国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「⽇本の地域別将来推計⼈⼝（令和 5 年）」（2025-2050） 
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（4） 産業構造 
本町における主要産業は「農林漁業」であり、特に「農業」に従事する就業者は町全体の約 4 割を占めて

います。「卸売業，⼩売業」や「宿泊業，飲⾷サービス業」など、観光分野に携わっている⼈⼝も多くなってい
ます。 

産業分類別の就業者数をみると、「農林漁業」が 967 ⼈と最も多く、次いで「医療，福祉」が 219 ⼈、
「卸売業，⼩売業」が 215 ⼈、となっています。 

 

 
図 4 中富良野町の従業者数 

出典︓総務省「令和 2 年国勢調査」 
 

 
図 5 中富良野町の製造品出荷額等（従業者４⼈以上の事業所） 

出典※︓経済産業省「⼯業統計」（2011、2015、2020 以外） 
出典︓総務省「経済センサス-活動調査」（2011、2015、2020） 

（※「経済センサス-活動調査」の中間年の統計として「⼯業統計」を参考とした）  
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（5） 公共施設 
本町における施設の適切な規模とあり⽅を検討し、可能な限り次世代に負担を残さない効率的・効果的

な公共施設等の最適な配置を実現するため、2017（平成 29）年 2 ⽉に「中富良野町公共施設等総合
管理計画」を策定し、さらに 2023（令和 5）年 3 ⽉に改訂しています。 

本町の 2020（令和 2）年度末における建築系公共施設の延床⾯積は 84,711m2 であり、そのうち、
町営住宅等が最も多く約 3 割を占めています。 

 

 
 

図 6 中富良野町の建築系公共施設の延床⾯積 
出典︓中富良野町公共施設等総合管理計画（令和 5 年 3 ⽉改訂） 
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（6） 再⽣可能エネルギー資源の賦存状況 
① 再⽣可能エネルギーとは 

再⽣可能エネルギーとは、太陽光や太陽熱、⾵⼒、⽔⼒といった⾃然界に存在するエネルギーのことを
⽰し、地球温暖化の原因となる⼆酸化炭素を排出しないエネルギーです。化⽯燃料のように枯渇する可
能性がなく、永続的に使⽤し続けることが可能です。 

 
表 2 主な再⽣可能エネルギーの概要 

再⽣可能エネルギー 概要 

太陽光発電 
シリコン半導体などに光が当たると電気が発⽣する現象を利⽤し、太陽の光エネルギー
を太陽電池（半導体素⼦）により直接電気に変換する発電⽅法です。 

⾵⼒発電 
⾵のエネルギーを電気エネルギーに変えるのが⾵⼒発電です。太陽光発電と異なり、
⾵さえあれば夜間でも発電できます。 

中⼩⽔⼒発電 
⽔の位置エネルギーを活⽤し、渓流、河川部、排⽔路などの流量と落差を利⽤して⼩
規模、⼩出⼒の発電を⾏います。 

バイオマス発電 
動植物などから⽣まれた⽣物資源（バイオマス）を「直接燃焼」や「ガス化」するなどし
て発電します。 

地熱発電 
地下 1,500m〜3,000m 程度の地下深くにある、150℃を超える⾼温⾼圧の蒸
気・熱⽔を利⽤し、タービンを回して発電します。 

地中熱利⽤ 
浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギーを熱源とし、ヒートポンプによる空調等に活
⽤します。 

 
本計画では、環境省が公表している再⽣可能エネルギー情報提供システム（以下「REPOS」といいま

す。）を参考にして、本町における再⽣可能エネルギーの導⼊ポテンシャルや賦存量を推計し、適切な再
⽣可能エネルギー導⼊の可能性を検討します。 

 

 
図 7 各種再⽣可能エネルギーのポテンシャル情報 

出典︓再⽣可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】 



8 

② 中富良野町における再エネポテンシャル 
本町の再エネポテンシャル（電気）は⼟地系太陽光が最も多く、約 170 万 MWh/年（1,483MW）、

次いで、陸上⾵⼒が約 20 万 MWh/年（84MW）となっています。 
また、再エネポテンシャル（熱）は約 28 万 GJ/年となっており、地中熱が約 94%を占めています。 
今後、ポテンシャルの⼤きさや、導⼊に要するまでの期間、⼟地開発のハードルなどを踏まえて、太陽光

から優先して導⼊検討を⾏います。 
なお、「再⽣可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】」で⽰される導⼊ポテンシャルは、

エネルギーの採取・利⽤に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮したエネルギー資源量となって
います。ただし、系統の空き容量など考慮されていない要素もあるため、全ての地域においても導⼊するとい
うものではありません。 

 
表 3 中富良野町における再エネポテンシャルに関する情報 

 
出典︓再⽣可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】 

⾃治体再エネ情報カルテ（2023（令和 5）年 12 ⽉ 7 ⽇現在） 
 

  

■ポテンシャルに関する情報 ■導⼊実績に関する情報
中区分 賦存量 導⼊

ポテンシャル 単位 導⼊
実績量

- 44 MW 0.330
- 49,915 MWh/年 396
- 1,483 MW 0.735
- 1,688,683 MWh/年 972
- 1,526 MW 1.065
- 1,738,598 MWh/年 1,369

220 84 MW 0
481,200 194,865 MWh/年 0

0.044 0.044 MW 0
258 258 MWh/年 0

0 0 MW 0
0 0 MWh/年 0

0.044 0.044 MW 0
258 258 MWh/年 0

0 0 MW 1
- 0 MWh/年 1,369

0 0 MW -
- 0 MWh/年 -

0 0 MW -
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0 0 MW 2
- 0 MWh/年 280

220 1,610 MW -
481,458 1,933,721 MWh/年 0

太陽熱 - 17,811 GJ/年 -
地中熱（クローズドループ） - 262,937 GJ/年 0

- 280,748 GJ/年
発⽣量（森林由来分） 15 - 千m3/年 ■需要量に関する情報
発熱量（発⽣量ベース） 116,126 - GJ/年 需要量等

18,786
205,483

m2

台
m2ソーラーシステム

クローズドループ

オープンループ

農業⽤⽔路

建物系

⼟地系

太陽熱

地熱

再⽣可能エネルギー（電気）合計

太陽熱温⽔器

河川部

バイナリー

低温バイナリー

kW

単位
MWh/年
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kW

区域の電気使⽤量
熱需要量

⼤区分

地中熱

kW
件

供⽤

台

件

MWh/年
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⼤区分

太陽光

中区分 単位
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MW
MWh/年

MW
MWh/年

MW
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10kW未満

10kW以上

⾵⼒

中⼩⽔⼒

地熱

蒸気フラッシュ

合計

太陽光

⼤区分

合計

陸上⾵⼒

合計

再⽣可能エネルギー（熱）合計

合計

バイオマス

⾵⼒

⽔⼒

⽊質バイオマス

地中熱
太陽熱

再⽣可能エネルギー（電気）合計

件
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a 太陽光発電 
本町における太陽光発電の導⼊ポテンシャルは建物系 44MW、⼟地系 1,483MW、合計

1,526MW あります。 
既に導⼊されている太陽光発電の導⼊容量は、10kW 未満の規模の合計で 0.33MW、10kW 以

上の規模の合計で 1MW、合計 1.065MW となっています。 
導⼊ポテンシャル全体に対する導⼊実績の割合は微量であるため、2050 年カーボンニュートラルに向

けてこのポテンシャルを最⼤限活⽤していくことが必要です。 
 

 
図 8 中富良野町の太陽光発電の建物系導⼊ポテンシャルマップ 

出典︓再⽣可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】 
 

 
図 9 中富良野町の太陽光発電の⼟地系導⼊ポテンシャルマップ 

出典︓再⽣可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】 
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b ⾵⼒発電 
本町における陸上⾵⼒発電は合計 84MW の導⼊ポテンシャルがあります。 
町内には⼤きなポテンシャルがある⼀⽅で、そのポテンシャルがある地域は⼭間部に集中しており、導

⼊にあたっては⼟地の開発の⾼いハードルがあるほか、⾃然環境への配慮が不可⽋となります。 
 

 
図 10 中富良野町の陸上⾵⼒発電の導⼊ポテンシャルマップ 

出典︓再⽣可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】 
 

c 中⼩⽔⼒発電 
本町における河川部の中⼩⽔⼒発電の導⼊ポテンシャルについて、中⼩⽔⼒の発電出⼒は河川の

流量と落差に⽐例することから、傾斜区分（落差）の⼤きい⼭沿いを中⼼に導⼊ポテンシャルが⾼くな
っており、町全体では、合計 0.044MW の導⼊ポテンシャルがあります。 

また、本町における農業⽤⽔路の中⼩⽔⼒発電の導⼊ポテンシャルは、「0」となっています。 
 

 
図 11 中富良野町の中⼩⽔⼒発電（河川部）の導⼊ポテンシャルマップ 

出典︓再⽣可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】 
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d 地熱発電 
本町における地熱発電の導⼊ポテンシャルは「0」となっています。 
 

e 地中熱利⽤ 
本町における地中熱利⽤は合計 262,937GJ/年の導⼊ポテンシャルがあります。 
地中熱を導⼊することによって、空調（冷房・暖房）の熱需要の⼀部を賄うことが可能となりますが、

⼀⽅で導⼊する際のイニシャルコストが⼤きいほか、需要の建物近辺での⼟地利⽤状況、既存の設備
を考慮した上で検討を進める必要があります。 

 

 
図 12 中富良野町の地中熱利⽤の導⼊ポテンシャルマップ 

出典︓再⽣可能エネルギー情報提供システム【REPOS（リーポス）】 
 

f ⽊質バイオマス 
本町における⽊質バイオマスは森林由来分発⽣量ベースで 116,126GJ/年の賦存量があります。 
なお、この量は賦存量であるため、実際の利⽤に際しては様々な制約があり、推計結果の数値のとお

りに⽊質バイオマスが⼊⼿できるわけではなく、実際に⽊質バイオマスを利⽤しようとする場合には、既存
の利⽤状況をよく考慮する必要があります。導⼊に際しては、適切な森林間伐の実施や、未利⽤間伐
材の利⽤拡⼤を考慮し、町と事業所が連携して推進します。 

 
（7） 再⽣可能エネルギーの導⼊可能性評価 

再⽣可能エネルギーについて、電⼒利⽤・熱利⽤別に以下に⽰す 4 つの指標に基づき評価を⾏い、本町
において導⼊可能性の⾼い再⽣可能エネルギーを明らかにします。 

事例調査等の結果、本町において、電⼒利⽤は太陽光発電の可能性が最も⾼く、熱利⽤は地中熱利
⽤の可能性が最も⾼いと評価しました。 

 
表 4 再⽣可能エネルギーの評価の指標 

評価指標 評価の⽅法 
①既存の技術の活⽤ 成熟の度合いに応じた評価（成熟しているほど⾼い） 
②費⽤対効果 コスト優位性に応じた評価（コストが安価なほど⾼い） 
③レジリエンス性 エネルギー供給の安定性に応じた評価（安定しているほど⾼い） 
④地域課題 導⼊ポテンシャルの⼤⼩に応じた評価（⼤きいほど⾼い） 
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表 6 再⽣可能エネルギーの評価結果（熱利⽤） 

 
※特徴、適⽤条件の出典︓環境省「再⽣可能エネルギー熱利⽤の概要・導⼊事例（2022 年 3 ⽉）」より 

⻑所 ・集熱可能な温度が幅広く、多くの⽤途
に利⽤可能。

・安定的であり、ベースロード熱源に利⽤
できる。

・バイオマス発電で発⽣した排熱を利⽤
することも可能である。

短所
・⽇射量が不⼗分な場合や集熱器適
⽤条件に影ができる場所では⼗分な熱
量が得られない。

・⼤きな熱需要量は賄えない。 ・急激な出⼒調整が難しく、年間稼働
時間が⼀定以上である必要がある。

⻑所
・メンテナンスが容易。
・太陽光パネルとのハイブリッド⽅式で熱
電併給が可能。

・地中熱ガイドラインが策定されているな
ど、技術的に確⽴している。 ・熱電併給が可能である。

短所
・場所により積雪や凍結等による放熱ロ
ス対策や、塩害等、腐⾷への配慮が必
要。

・検討段階での導⼊可能性試験（熱
応答試験︓TRT）が必要。

・安定した燃料供給および燃料の品質
保持が必要である。

⻑所 ・新たに燃料を使⽤するわけではないた
め、環境にやさしい。

・冷暖房時の排熱が⼤気中に放出され
ないためヒートアイランド現象の緩和に貢
献。

・廃棄処分対象となっていた資源の有効
活⽤が可能（削減に寄与できる）であ
る。

短所 ・寿命を迎えた太陽光集熱パネルは、⼀
般的には廃棄処理される。

・不凍液を使⽤する場合、万が⼀漏洩
した場合、⼟壌汚染の懸念がある。

・燃料の調達場所によっては運搬による
環境影響がある。
・燃料使⽤後の灰の処理が必要であ
る。

⻑所
・導⼊コストが他の再エネ設備に⽐べ⽐
較的安価なことに対し、エネルギー効率
が⾼い。

・外気よりも低い/⾼い温度から採熱・排
熱することで⾼効率となり節電効果が⼤
きい。

・保有する間伐材等を利⽤する場合、
燃料コストの⼤幅な削減が期待できる。

短所 ・集熱器（パネル）に加え、補助ボイ
ラー等の機器が必要となる。

・掘削⼯事が必要なため、設備導⼊コス
トが⾼い。

・バックアップボイラの導⼊や、設備導⼊・
運搬コストが必要である。

設置要件

・⽇照時間が⻑い地域。
・塩害や排気ガス等の腐⾷の影響がな
い場所。
・集熱器の上が覆われない場所。

・地下⽔・岩盤が無い場所で、どこでも
適⽤可能。
※地下⽔があった⽅が効率はよい。

・サイロの設置スペースが確保できる場
所。
・安定した燃料供給が担保できる場所。
・病院等、給湯需要が安定的にある施
設。

時間的要件 ・太陽が出ている⽇中のみ採熱可能。
・季節間蓄熱（夏の冷房の排熱を地中
に貯めて、冬に回収して使う）を⾏う場
合は、冷暖房の同時利⽤は不可。

・年間稼働時間が⼀定以上であること。
・熱需要の季節変動・⽇変動が少ない
ことが望ましい。

熱量的要件
・悪天候時など、集熱効率が悪くなる。
・最も効率よく集熱できる⽅位、⾓度が
ある。

・過度な採熱による⼟中の凍結を防ぐた
め、⼤きな熱需要に対応できない。

・安定した稼働のため連続運転が望まし
い（ガスボイラーに⽐べ瞬発⼒がな
い）。

町内にポテンシャルがあるが、実⽤化実
績はない。

町内に⼗分な導⼊ポテンシャルがあり、
実⽤化実績もある。

町内にポテンシャルがあり、実⽤化実績
もある。

△ ◎ ○

⽐較的安価である。

有効集熱⾯積当たり単価
　・真空ガラス管形集熱器︓87.3千円
/m2
　・平板形集熱器︓53.5千円/m2

導⼊費⽤が⾼額である。

出⼒当たり単価
　・クローズドループ⽅式︓25〜60万円
/kW
　・オープンループ⽅式︓10〜30万円
/kW

導⼊費⽤が⾼額である。

出⼒当たり単価︓23〜40.0万円/kW
（300kWの例）

◎ △ △

気候や時間帯により稼働率が⼤きく変
動する可能性がある。 ⾼い稼働率が確保可能である。 ⾼い稼働率が確保可能である。

△ ◎ ◎

積雪により、稼働率減少の可能性があ
る。

実際の採熱量は導⼊前に計測が必要
である。

農林業等との連携や運搬コストなどの検
証に時間を要する。

△ ○ △

△ ○ △

熱量

特徴※

バイオマス熱

適⽤条件※

総合評価

地中熱

④地域課題

③レジリエンス性

②費⽤対効果

コスト

指標の評価

①既存の技術の活⽤

太陽熱

技術

環境

種類
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 計画期間 
本計画は 2013（平成 25）年度を基準年度とし、2050 年カーボンニュートラルに向け、2030（令和

12）年度を⽬標年度と設定します。 
計画期間は、2024（令和 6）年度から 2030（令和 12）年度までの 7 年と定め、必要に応じて中間

年となる 2027（令和 9）年度に⾒直しを⾏います。 
 

 推進体制 
本町では、区域施策編の推進体制として、町⻑をトップとし、全ての部局が参画する横断的な庁内体制

を構築・運営します。 
さらに、地域の脱炭素化を担当する部局・職員における知⾒・ノウハウの蓄積や、庁外部署との連携や地

域とのネットワーク構築等も重要であり、庁外体制の構築についても検討を進めます。 
 

 
図 13 中富良野町の推進体制 
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 温室効果ガス排出量の推計 
 対象とする温室効果ガス 

（1） 計画対象地域 
本計画の対象地域は、中富良野町全域とします。 
 

（2） 計画の対象とするガス 
本計画の対象とする温室効果ガスは、温室効果の影響の⼤部分を占める⼆酸化炭素とします。 
 

（3） 計画の対象とする部⾨・分野 
本計画の対象とする部⾨・分野については、「地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）策定・実施マニ

ュアル（本編）（令和 5 年 3 ⽉）」において、「その他の（指定都市・中核市以外の）市町村」が「特に
把握が望まれる」としている部⾨・分野及び環境省「⾃治体排出量カルテ（令和 5 年 3 ⽉）」により推計が
⾏われている部⾨・分野とします。 

また、各部⾨・分野における温室効果ガス排出量は、「地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）策定・
実施マニュアル（算定⼿法編）（令和 5 年 3 ⽉）」に基づき、以下に⽰す推計⼿法により推計します。 

 
表 7 計画の対象とする部⾨・分野 

ガス種 部⾨・分野 対象 推計⼿法 

エネルギー起源 
CO2 

産業部⾨ 
製造業 ● 都道府県別按分法 
建設業・鉱業 ● 都道府県別按分法 
農林⽔産業 ● 都道府県別按分法 

業務その他部⾨ ● 都道府県別按分法 
家庭部⾨ ● 都道府県別按分法 

運輸部⾨ 

⾃動⾞（旅客） ● 全国按分法 
⾃動⾞（貨物） ● 全国按分法 
鉄道 ● 全国按分法 
船舶 ● 全国按分法 
航空 対象外 － 

エネルギー転換部⾨ 対象外 － 

エネルギー起源 
CO2 以外のガス 

燃料からの漏出分野 対象外 － 
⼯業プロセス分野 対象外 － 

廃棄物分野 
焼却処分 

⼀般廃棄物 ● 
⼀般廃棄物処理実態調査
より⾮エネ起 CO2 を推計 

産業廃棄物 対象外 － 
原燃料使⽤等 対象外 － 
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2013（平成 25）年度及び 2020（令和 2）年度における温室効果ガス排出量は、環境省が地⽅公
共団体実⾏計画策定・実施⽀援サイトにて毎年度公表している値を基とします。 

 
表 8 各部⾨・分野における温室効果ガス排出量の推計⽅法 

ガス種 部⾨・分野 推計⽅法 引⽤資料 

ग़
ॿ
ঝ
ॠ
␗
起
源

産
業
部
⾨ 

製造業 
製造業炭素排出量（北海道）×製造品出荷
額等⽐（中富良野町/北海道）×換算係数 

 都道府県別エネルギー消費統計 
 ⼯業統計調査 

建設業・ 
鉱業 

建設業・鉱業炭素排出量（北海道）×従業
者数⽐（中富良野町/北海道）×換算係数 

 都道府県別エネルギー消費統計 
 経済センサス-基礎調査 

農 林 ⽔ 産
業 

農林⽔産業炭素排出量（北海道）×従業者
数⽐（中富良野町/北海道）×換算係数 

 都道府県別エネルギー消費統計 
 経済センサス-基礎調査 

業務その他部⾨ 
業務部⾨炭素排出量（北海道）×従業者数
⽐（中富良野町/北海道）×換算係数 

 都道府県別エネルギー消費統計 
 経済センサス-基礎調査 

CO2 
家庭部⾨ 

家庭部⾨炭素排出量（北海道）×世帯数⽐
（中富良野町/北海道）×換算係数 

 都道府県別エネルギー消費統計 
 住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝

動態及び世帯数調査 

運
輸
部
⾨ 

⾃
動
⾞ 

旅客 
運輸部⾨（旅客）炭素排出量（全国）×⾃
動⾞種別保有台数⽐（中富良野町/北海
道）×換算係数 

 総合エネルギー統計 
 市区町村別⾃動⾞保有⾞両台数

統計 
 市町村別軽⾃動⾞⾞両数 貨物 

運輸部⾨（貨物）炭素排出量（全国）×⾃
動⾞種別保有台数⽐（中富良野町/北海
道）×換算係数 

鉄道 
運輸部⾨（鉄道）炭素排出量（全国）×⼈
⼝⽐（中富良野町/全国）×換算係数 

 総合エネルギー統計 
 住⺠基本台帳に基づく⼈⼝ 

船舶 
運輸部⾨（船舶）炭素排出量（全国）×⼊
港船舶総トン数⽐（中富良野町/全国）×換
算係数 

 総合エネルギー統計 
 港湾統計 

⾮
ग़
ॿ
ঝ
ॠ
␗
起
源 

廃棄物 
分野 

焼却 
処分 

プラスチックごみ︓⼀般廃棄物焼却処理量×プ
ラスチックごみ組成割合×プラスチックごみ固形分
割合×換算係数 
合成繊維︓⼀般廃棄物焼却処理量×繊維く
ず組成割合×繊維くず固形分割合×繊維くず
中の合成繊維組成割合×換算係数 

 ⼀般廃棄物処理実態調査結果 
 地⽅公共団体実⾏計画（区域施

策編）策定・実施マニュアル（算定
⼿法編）（令和 5 年 3 ⽉） 

CO2 
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 区域の温室効果ガスの現況推計 
本町における基準年度（2013（平成 25）年度）と現況年度（2020（令和 2）年度）の温室効

果ガスの排出量推計を整理します。 
 

（1） 産業部⾨ 
製造業について、本町の活動量（製造品出荷額）及び北海道における製造業の炭素排出係数の減少

により、2020（令和 2）年度の温室効果ガス排出量は 2013（平成 25）年度と⽐較して 45.8％減少
しています。 

建設業・鉱業について、北海道における建設業・鉱業の炭素排出係数は減少しているものの、本町の活
動量（従業者数）の増加により、2020（令和 2）年度の温室効果ガス排出量は 2013（平成 25）年
度と⽐較して 32.2％増加しています。 

農林⽔産業について、本町の活動量（従業者数）及び北海道における農林⽔産業の炭素排出係数の
増加により、2020（令和 2）年度の温室効果ガス排出量は 2013（平成 25）年度と⽐較して 12.5%
増加しています。 

以上により、産業部⾨全体としては 5.7％の減少となっています。 
 

表 9 中富良野町における温室効果ガス排出量の現況推計結果（産業部⾨） 

 

2013 
（平成 25）年度 

（基準年度） 

2020（令和 2）年度 
（現状年度） 

排出量 
(t-CO2/年) 

排出量 
(t-CO2/年) 基準年度⽐ 

産業部⾨ 10,157 9,581 -5.7% 
 製造業 3,244 1,758 -45.8% 
 建設業・鉱業 220 291 +32.2% 
 農林⽔産業 6,693 7,533 +12.5% 

 

（2） ⺠⽣部⾨（家庭・業務） 
業務その他部⾨では、本町の活動量（従業者数）は増加しているものの、北海道における業務その他

部⾨の炭素排出係数の減少により、2020（令和 2）年度の温室効果ガス排出量は 2013（平成 25）
年度と⽐較して 23.1%減少しています。 

家庭部⾨では、本町の活動量（世帯数）及び北海道における家庭部⾨の炭素排出係数の減少により、
2020（令和 2）年度の温室効果ガス排出量は、2013（平成 25）年度と⽐較して 16.7%減少してい
ます。 

 
表 10 中富良野町における温室効果ガス排出量の現況推計結果（⺠⽣部⾨） 

 

2013 
（平成 25）年度 

（基準年度） 

2020（令和 2）年度 
（現状年度） 

排出量 
(t-CO2/年) 

排出量 
(t-CO2/年) 基準年度⽐ 

業務その他部⾨ 8,151 6,265 -23.1% 
家庭部⾨ 11,783 9,810 -16.7％ 
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（3） 運輸部⾨ 
⾃動⾞（旅客）、鉄道について、本町の活動量（⾃動⾞保有台数、⼈⼝）及び全国における旅客⾃

動⾞、鉄道の炭素排出係数の減少により、2020（令和 2）年度の温室効果ガス排出量は 2013（平成
25）年度と⽐較して旅客⾃動⾞は 26.4%、貨物⾃動⾞は 3.5%、鉄道は 28.2%減少しています。 

⾃動⾞（貨物）について、本町の活動量（⾃動⾞保有台数）は増加しているものの、全国における貨
物⾃動⾞の炭素排出係数の減少により、2020（令和 2）年度の温室効果ガス排出量は 2013（平成
25）年度と⽐較して 3.5%減少しています。 

船舶について、本町においては港湾がないため、温室効果ガス排出量は「０」となっています。 
以上により、運輸部⾨全体としては 14.6％の減少となっています。 
 

表 11 中富良野町における温室効果ガス排出量の現況推計結果（運輸部⾨） 

 

2013 
（平成 25）年度 

（基準年度） 

2020（令和 2）年度 
（現状年度） 

排出量 
(t-CO2/年) 

排出量 
(t-CO2/年) 

基準年度⽐ 

運輸部⾨ 12,536 10,707 -14.6% 
 

⾃動⾞ 
旅客 5,624 4,138 -26.4% 

 貨物 6,494 6,269 -3.5% 
 鉄道 418 300 -28.2% 
 船舶 0 0 - 

 

（4） 廃棄物分野（⼀般廃棄物） 
廃棄物分野（⼀般廃棄物）について、本町ではプラスチックごみの焼却は⾏っていないため、温室効果ガ

ス排出量は「0」となります。 
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（5） まとめ 
本町における温室効果ガス排出量は⼀部増加している部⾨・分野はあるものの、家庭部⾨、運輸部⾨の

減少により、2020（令和 2）年度の温室効果ガス排出量は 2013（平成 25）年度と⽐較して 14.7%
減少しています。 

 
表 12 中富良野町における温室効果ガス排出量の現況推計結果 

 

2013 
（平成 25）年度 

（基準年度） 

2020（令和 2）年度 
（現状年度） 

排出量 
(t-CO2/年) 

排出量 
(t-CO2/年) 

基準年度⽐ 

産業部⾨ 10,157 9,581 -5.7% 
  製造業 3,244 1,758 -45.8% 
  建設業・鉱業 220 291 +32.2% 
  農林⽔産業 6,693 7,533 +12.5% 
業務その他部⾨ 8,151 6,265 -23.1% 
家庭部⾨ 11,783 9,810 -16.7% 
運輸部⾨ 12,536 10,707 -14.6% 
  旅客⾃動⾞ 5,624 4,138 -26.4% 
  貨物⾃動⾞ 6,494 6,269 -3.5% 
  鉄道 418 300 -28.2% 
  船舶 0 0 - 
廃棄物分野 0 0 - 

合計 42,627 36,363 -14.7% 
 

 
図 14 中富良野町における温室効果ガス排出量の現況推計結果 
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 計画全体の⽬標 
 区域施策編の⽬標 
カーボンニュートラルの実現を⽬指す 2050 年を⻑期⽬標年とし、温室効果ガスの排出削減の経路を明ら

かにして具体的な取組を進める⽬標年度は 2030（令和 12）年度とします。 
本計画で定める計画全体の総量削減⽬標は、地球温暖化対策計画を踏まえ、2030（令和 12）年

度において、基準年度（2013（平成 25）年度）の 46％削減することとし、温室効果ガス排出量
23,018t-CO2/年を⽬標と設定します。 

また、部⾨別削減⽬標を、「1－1（4）地球温暖化対策を巡る国内の動向」に記載されている国の部
⾨別削減⽬標を参考に、国の部⾨別 CO2 排出量を本町の部⾨別 CO2 排出量で按分して決定しました。
業務その他部⾨に関しては、BAU 推計で国の部⾨別削減⽬標である 51%削減を達成するため、BAU 推
計による CO2 排出量と同じ排出量を 2030（令和 12）年度での⽬標に設定します。 

これらの部⾨別削減⽬標はあくまで⽬安であり、町全体として基準年度の 46%削減を優先的に⽬指しま
す。 

 
表 13 中富良野町における 2030 年度の CO2 排出量削減⽬標 

 

2013 年 
（基準年度） 

2030 年度（⽬標年度） 
BAU 推計 

2030 年度⽬標 

排出量 
(t-CO2/年) 

排出量 
(t-CO2/年) 

基準年度⽐ 排出量 
基準年度⽐ 

削減量 
基準年度⽐ 
削減割合 

産業部⾨ 10,157 8,333 -18.0％ 6,719 3,438 -33.8% 
業務その他部⾨ 8,151 3,135 -61.5% 3,135 5,016 -61.5% 
家庭部⾨ 11,783 6,868 -41.7% 4,496 7,287 -61.8% 
運輸部⾨ 12,536 10,766 -14.1% 8,669 3,867 -30.8% 
廃棄物分野 0 0 - 0 0 - 

合計 42,627 29,101 -31.7% 23,018 19,608 -46.0% 
 

 BAU シナリオとの⽐較 
BAU（現状趨勢）とは、今後追加的な対策を⾒込まずに推移した場合の将来の温室効果ガス排出量

を指します。 
「BAU（現状趨勢）シナリオ」を推計し、対策を講じた場合と講じなかった場合を⽐較することで、どの程

度踏み込んだ対策を実施するかを検討します。 
 

（1） BAU（現状趨勢）シナリオ 
BAU（現状趨勢）シナリオは、⽬標年度において、今後新たな CO2 排出量削減の施策を考慮せずに、

⼈⼝や事業活動などの活動量の将来推計と電⼒の排出係数改善を反映した推計とします。 
その場合の排出量は⽬標年度となる 2030（令和 12）年度で 29,101t-CO2/年（基準年度⽐

31.7%減）となります。 
本町の 2030（令和 12）年度における BAU 排出量（現状趨勢）に対し、削減⽬標との差は

6,083t-CO2/年となります。 
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（2） 省エネによる削減シナリオ 
省エネによる温室効果ガス排出の削減ポテンシャル（⾒込量）については、①特定事業所、②そのほかの

部⾨・分野の 2 種に分けて推計することとします。 
本町においては、①特定事業所はないため、削減⾒込量「0」とし、②そのほかの部⾨・分野については、

国の地球温暖化対策計画における各分野の施策とその効果をもとに本町の活動量を考慮して推計します。 
この結果、省エネによる温室効果ガスの削減ポテンシャルは 4,292t-CO2/年と推計されます。 
 

（3） 再エネによる削減シナリオ 
省エネによる温室効果ガスの削減ポテンシャルと、削減⽬標との差は 1,791t-CO2/年となります。よって、

削減⽬標達成のための再エネ導⼊⽬標を 1,791t-CO2/年と設定します。 
この再エネ導⼊⽬標を電⼒量換算（0.25kg-CO2/kWh で除する）した場合 7,164MWh/年※となり、

本町の各種再エネを組み合わせて導⼊することや卒 FIT の地域循環によって実現を⽬指します。 
※再エネの⼀つである太陽光発電導⼊ポテンシャル（1,738,598MWh/年）の約 0.4%に相当 
 

 
図 15 中富良野町における 2030（令和 12）年度の省エネ・再エネによる削減シナリオ 
 

 2030（令和 12）年度以降のカーボンニュートラルに向けたシナリオ 
2030（令和 12）年度においてもなお排出される温室効果ガスについては、2050 年にかけて、省エネル

ギー対策の更なる推進や、再⽣可能エネルギーの普及拡⼤など地域づくりに資する幅広い取組のほか、⽔素
の利活⽤やカーボンリサイクルなどの技術⾰新をはじめ、⽔素やアンモニアなど次世代燃料の利⽤や⽣産拠点
の整備など、サプライチェーンの構築等により削減を図ります。 

また、これらの取組を講じてなお排出される温室効果ガス排出については、森林吸収源対策等の実施によ
り相殺するものとします。  
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図 16 中富良野町における 2050 年カーボンニュートラルに向けた脱炭素シナリオの概要  

 
表 14 中富良野町における基準年度及び BAU シナリオにおける部⾨別の排出量推計 

（t-CO2/年） 
2013 年度 

（基準年度） 

2030 年度 
（⽬標年度） 

BAU（現状趨勢） 
産業部⾨ 10,157 8,333 
 製造業 3,244 1535 
 建設業・鉱業 220 208 
 農林⽔産業 6,693 6,592 
業務その他部⾨ 8,151 3,135 
家庭部⾨ 11,783 6,868 
運輸部⾨ 12,536 10,766 
 旅客⾃動⾞ 5,624 3,914 
 貨物⾃動⾞ 6,494 6,736 
 鉄道 418 115 
 船舶 0 0 
廃棄物分野 0 0 

合計 42,627 29,101 
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 温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 
 2030（令和 12）年度の⽬標に向けた施策 
本町では、⾃然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の削減等のための施策を推進します。特に、

地域の事業者・住⺠との協⼒・連携の確保に留意しつつ、公共施設等の総合管理やまちづくりの推進と合わ
せて、再⽣可能エネルギー等の最⼤限の導⼊・活⽤とともに、徹底した省エネルギーの推進を図ることを⽬指
します。 

 
表 15 2030（令和 12）年度に向けた施策体系 

部⾨ テーマ 

産業部⾨ 

⾃家消費型の再⽣可能エネルギーの推進 

施設における省エネルギー化 

農業分野における脱炭素化とスマート農業の推進 

業務その他部⾨ 

未利⽤スペースでの太陽光発電の推進 

エネルギー消費量の削減 

インフラ設備の⻑寿命化 

家庭部⾨ 
住宅への再⽣可能エネルギー設備の設置促進 

住宅の省エネルギー化 

運輸部⾨ 
地域公共交通の維持・移動の効率化 

エコドライブ・ゼロカーボンドライブの促進 

廃棄物部⾨ 
循環型社会の形成 

ごみの減量化・効率的な処理 

部⾨横断 

脱炭素に関わる環境教育の充実 

観光事業における観光資源の保全と脱炭素事業の促進 

DX の推進による町の活性化 
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（1） 産業部⾨ 
本町の魅⼒ある景観と豊かな⾃然を⼤切にしながら、再⽣可能エネルギーやスマート農業を推進します。こ

れにより産業の振興を図り、地域経済の活性化を促進させます。 
 

① ⾃家消費型の再⽣可能エネルギーの推進 
本町の観光資源である景観に配慮しつつ、地域の適正に合わせて駐⾞場や施設の屋根などの余剰ス

ペースを活⽤し、太陽光発電などの再⽣可能エネルギー設備を検討・導⼊します。 
 

② 施設における省エネルギー化 
⼯場や事務所などで機器の更新時に省エネ機器を導⼊します。 
燃料を CO２の排出が多い化⽯燃料から CO２の排出が少ない燃料への転換を検討・導⼊します。 
また、FEMS の導⼊や⼯場建物の ZEB 化による省エネ推進・再エネ導⼊を推進し、消費エネルギーの

⾒える化や省エネを実践、⽀援します。 
 

③ 農業分野における脱炭素化とスマート農業の推進 
農業分野において、適応可能な部分はドローンや情報通信技術（ICT）などの技術を検討・導⼊し、

省電⼒化や⼈⼿不⾜の解消を⾏います。 
また、カーボンクレジットなど、脱炭素による農作物の付加価値を検討します。 

 

（2） 業務その他部⾨ 
公共施設が率先として建築物の省エネ化に取り組み、他の建築物においても無理なくエネルギー効率の良

い建物を⽬指します。 
 

① 未利⽤スペースでの太陽光発電の推進 
⾃治体が所有している建築物や⼟地では、設置可能な範囲で太陽光発電設備の導⼊を⽬指します。

その際は駐⾞場へのソーラーカーポートの設置や外壁、倉庫などへの設置も検討します。 
 

② エネルギー消費量の削減 
公共施設を新設、改築する場合は、断熱性や省エネ性能に優れた ZEB 化を検討しエネルギー消費を

抑えつつ快適な環境を提供します。 
事業所においても空調機器や照明機器を更新する際は、ヒートポンプ等⾼効率空調機や LED 電球な

ど、省エネ性能が⾼い機器の導⼊を推進します。また、ナチュラルビズスタイルの導⼊を検討し、働きやすさと
省エネの両⽴を図ります。 

 

③ インフラ設備の⻑寿命化 
上下⽔道施設などのインフラ施設の⽼朽化が進んでおり、施設の更新や維持管理など⽼朽化対策を

⾏う際は、合わせて省エネルギー化を推進します。 
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（3） 家庭部⾨ 
町⺠は家庭でできる簡単な省エネ⾏動を実践し、⾏政は町⺠が取り組みやすいような制度を整えることで、

環境に良いまちづくりを⽬指します。 
 

① 住宅への再⽣可能エネルギー設備の設置促進 
住宅の屋根に太陽光設備を設置するなど、住宅で消費するエネルギーを再⽣可能エネルギー由来のも

のへと転換します。 
また、⾏政は補助⾦制度や新たなエネルギーに関する情報を町⺠へ分かりやすく提供し、町全体が再

⽣可能エネルギーを暮らしに取り⼊れやすいような環境を整えます。 
 

② 住宅の省エネルギー化 
空調機器の温度設定の変更や LED 電球の設置など、家庭で実践できる⾝近な省エネ⾏動を積極的

に取り組みます。これらの取組は環境への負荷を低減するだけではなく、各家庭のエネルギー料⾦を減らす
ことにもつながります。 

 
 

（4） 運輸部⾨ 
地域の発展と住⺠の暮らしを⽀えるため、適切な地域公共交通を維持し、利便性を向上させます。 
 

① 地域公共交通の維持・移動の効率化 
既存の交通網の維持や効率化に加えて、デマンド交通の導⼊を検討し、地域住⺠の利便性向上やド

ライバー不⾜の解消を図ります。 
また、ファーム富⽥〜中富良野駅などの観光エリアを中⼼としたバスの無⼈運転化や EV 化を検討し、

観光客の利便性向上も⽬指します。 
 

② エコドライブ・ゼロカーボンドライブの促進 
e スタートの実施やエンジンブレーキの活⽤など、環境にやさしい運転⽅法である「エコドライブ」を徹底し

ます。 
可能な範囲で⾃動⾞の利⽤を控え、⾃転⾞や徒歩を推進します。また、⾃動⾞を利⽤する際は低燃

費⾃動⾞（PEHV やハイブリッド⾞）や電気⾃動⾞などの次世代⾃動⾞の利⽤を促進します。 
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（5） 廃棄物部⾨ 
ごみの分別を強化し、ごみ減量化を図ります。また、リサイクルの推進や資源の再利⽤などによって循環型

社会の形成を⽬指します。 
 

① 循環型社会の形成 
ごみをできるだけ出さない循環型の社会づくりを⽬指し、町⺠や事業者に向けてごみの分別や 3R の推

進に向けた啓発を⾏います。 
 

② ごみの減量化・効率的な処理 
家庭⽤コンポストの設置や、飲⾷店などの⾷品ロス低減を⽬指します。 
また、バイオマスエネルギーを活⽤した熱などの利⽤を検討します。 
 
 

（6） 部⾨横断 
部⾨や主体に関わらず、町全体への環境教育や DX の活⽤によって脱炭素化を⽬指します。 
 

① 脱炭素に関わる環境教育の充実 
脱炭素に関連したイベントの開催し、学校などでは⼦ども向けの環境教育を⾏います。また、国や道が

提供する省エネ⽀援メニューに関する情報を発信し、これにより町⺠や事業所の環境意識向上を図ります。 
 

② 観光事業における観光資源の保全と脱炭素事業の促進 
農作物の地産地消を通じて地域経済の発展と観光資源の保全を促進し、同時に輸送による温室効

果ガスの排出を抑制します。 
CFP（カーボンフットプリント）による CO2 排出量などの環境影響の⾒える化や、エコツーリズムなど環境

負荷の⼩さいツアーを検討するなど、観光客が訪れやすい町を⽬指します。 
 

③ DX の推進による町の活性化 
町の課題に対処するため、省エネや、電⼦化・ペーパーレス化、医療・福祉分野でのオンライン診療普及

による移動の効率化など、DX を推進することによって効率的で効果的な解決⼿法を検討します。 
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 2050 年の将来イメージ 
国や北海道の⽅針に加え、地域のさまざまな資源をフル活⽤するなど本町の特⾊も加味し、2030（令和

12）年度までの施策を展開した未来像として「中富良野町 2050 年脱炭素イメージ」を⽰します。 
 

（1） 産業部⾨ 
テーマ︓クリーンエネルギーを⽤いた持続可能社会への転換 
 全ての事業所や⼯場に⾃家消費型再⽣可能エネルギー設備が導⼊されている 
 ⾮化⽯燃料の利⽤が⼀般的となる 
 脱炭素型の農業が⾏われている 

 

（2） 業務その他部⾨ 
テーマ︓持続可能社会形成に向けたエネルギー効率の向上 
 公共施設で使⽤する電⼒はすべて再⽣可能エネルギー由来、燃料も CO２排出係数の低いもの

への転換が進んでいる 
 エネルギー利⽤の⾼効率化や省エネ・再エネ建築（BEMS の導⼊や ZEB など）が普及している 
 新規導⼊・改修されるインフラ設備はすべて省エネ設備となっている 

 

（3） 家庭部⾨ 
テーマ︓⾃給⾃⾜のエネルギー社会形成 
 電気を「買う」から「作る」が標準になり、全ての家庭が電気を⾃給⾃⾜している 
 省エネルギーや省資源の取組が町⺠に定着している 
 HEMS の導⼊や ZEH であることが⼀般化している 

 

（4） 運輸部⾨ 
テーマ︓持続可能な地域内移動 
 ICT 技術を⽤いてバスや乗り合いタクシーの最適利⽤を調整し、スムーズな運⾏を⾏う 
 公⽤⾞や⼀般⾞両に電気⾃動⾞や⽔素⾃動⾞が普及している 

 

（5） 廃棄物部⾨ 
テーマ︓循環型社会への転換 
 3R に加えて 4R（リフォーム・リペア・レンタル・リフューズ）が推進されている 
 ごみの削減だけではなく、資源の有効活⽤がされるようになる 
 廃棄物がバイオガス化され、地域のエネルギーとして利⽤されている 

 

（6） 部⾨横断 
テーマ︓地域の環境意識向上と持続可能な観光振興 
 家庭での環境教育が盛んにおこなわれている 
 町を巻き込んだグリーンツーリズムやエコツーリズムが⾏われている 
 既存の観光のみならず新たな環境資源が掘り起こされている 



 

28 

 2050 年の脱炭素化に向けたロードマップ 
2030（令和 12）年度の⽬標に向けた施策を踏まえ、2050 年の脱炭素化に向けたロードマップや、脱

炭素イメージを整理します。 
 

表 16 中富良野町 2050 脱炭素ロードマップ 

 

テーマ 具体な取組例 2050年に向けたビジョン

•地域の適正に合わせ太陽光発電などの再⽣可能エ
ネルギー設備を検討・導⼊する

•林業分野において計画的な森林整備・維持管理や
林産物の地元利⽤を推進する

•機器の更新時に省エネ機器を導⼊する

•⼯場の効率化（FEMSの導⼊や⼯場建物の省エネ
推進・再エネ導⼊（ZEBなど）)を推進し、消費エネル
ギーの⾒える化や省エネを実践する

•燃料を化⽯燃料からCO２排出係数の少ない燃料な
どへ転換を検討・導⼊する

•農業分野において適応可能な部分はロボットやICT、
IoTのような最先端技術の検討・活⽤する

•脱炭素化による農作物の付加価値の推進（カーボ
ンクレジット、独⾃認証等）

未利⽤スペースで
の太陽光発電の

促進
•再⽣可能エネルギー設備を検討・導⼊する

•公共施設で使⽤する電⼒はすべて再⽣
可能エネルギー由来、燃料もCO2排出係
数の低いものへの転換が進んでいる

•LED電球やヒートポンプ等⾼効率空調機などの省エ
ネ設備導⼊や適正な電化を推進する

•公共施設の省エネ化・再エネ導⼊（ZEBなど）を検
討・推進する

•エネルギーマネジメントシステム（BEMSなど）導⼊に
よるエネルギーの⾒える化や効率化を実施する

•ナチュラルビズスタイルの導⼊により、働きやすさと省エ
ネの両⽴を図る

インフラ設備の
⻑寿命化

•施設の更新や維持管理など⽼朽化対策を⾏う際
は、合わせて省エネルギー化を推進する

住宅への再⽣
可能エネルギー

設備の設置促進

•再⽣可能エネルギー設備（太陽光発電など）を導
⼊する

•電気を「買う」から「作る」が標準になり、
全ての家庭が電気を⾃給⾃⾜している

•LED照明など省エネ設備の導⼊やエネルギー利⽤の
⾒える化や適切な節電・節⽔等で省エネを推進する

•寒冷地に適した省エネ住宅（ZEHなど）の普及を推
進する

•エネルギーの⾒える化や適正管理（HEMS導⼊な
ど）による省エネ化・⾼効率化を推進する

•CO2排出係数が低い⼩売電気事業者と契約する

⾃家消費型の
再⽣可能エネル

ギーの推進

•全ての事業所や⼯場に⾃家消費型再
⽣可能エネルギー設備が導⼊されている

施設における
省エネルギー化 •⾮化⽯燃料の利⽤が⼀般的となる

農業分野に
おける脱炭素化
スマート農業の

推進

•スマート技術を⽤いた環境保全型農業・
脱炭素型の農業機器の導⼊が⾏われて
いる

エネルギー
消費量の削減

住宅の
省エネルギー化

•エネルギー利⽤の⾼効率化や省エネ・再
エネ建築（BEMSの導⼊やZEBなど）が
⼀般化している

•新規導⼊・改修されるインフラ設備はす
べて省エネ設備となっている

•省エネルギーや省資源の取組が町⺠に
定着している

•HEMSの導⼊やZEHであることが⼀般
化している
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テーマ 具体な取組例 2050年に向けたビジョン

•可能な範囲で⾃動⾞の利⽤を控えて⾃転⾞、徒歩
を推進する

•ファーム富⽥〜中富良野駅など観光エリアを中⼼とし
たバスの無⼈運転化やEV化を検討・導⼊をする

•デマンド交通の検討・導⼊により利便性向上を図る

•低燃費⾃動⾞（PEHVやハイブリッド）や電気⾃動
⾞などを利⽤する

•eスタートの実施やエンジンブレーキの活⽤など、エコド
ライブを徹底する

•3Rの推進に向けた啓発を⾏う •3Rに加えて4R（リフォーム・リペア・レンタ
ル・リフューズ）が推進されている

•廃棄物などバイオマスエネルギー利⽤の検討を⾏う •ごみの削減だけではなく、資源の有効活
⽤がされるようになる

•家庭⽤コンポストの設置推進を⾏う
•町⺠や事業者へごみ分別の啓発を⾏う
•家庭や飲⾷店における⾷品ロスの低減を図る

•⽼朽化した廃棄物処理設備を更新する際に省エネ
機器の導⼊を⾏う

•脱炭素化に関連したイベントを開催する
•⼦ども向けの環境教育を⾏う

•国や道が提供する省エネ⽀援メニューに関する情報を
発信する

•CFP（カーボンフットプリント）による環境影響の⾒え
る化を推進する

•エコツーリズムなど環境負荷が⼩さいツアーなどを検討
する

•農作物などの地産地消を推進し、地域経済の発展
や輸送による温室効果ガス排出を抑制する

DXの推進に
よる町の活性化

•DX推進による省エネや効率化、電⼦化ペーパーレス
化を推進する（その他、医療・福祉分野でのオンライン
診療普及による移動の効率化を図るなど）

•町を巻き込んだグリーンツーリズムやエコ
ツーリズムが⾏われている

•既存の観光のみならず新たな環境資源
が掘り起こされている

•廃棄物がバイオガス化され、地域のエネ
ルギーとして利⽤されている

脱炭素化に
関わる環境
教育の充実

•家庭での環境教育が盛んに⾏われてい
る

観光事業に
おける観光資源
の保全と脱炭素

事業の促進

エコドライブ・
ゼロカーボン

ドライブの促進

•公⽤⾞や⼀般⾞両に電気⾃動⾞や⽔
素⾃動⾞が普及している

循環型社会の
形成

ごみの減量化・
効率的な処理

地域公共交通の
維持・移動の

効率化

•ICT技術を⽤いてバスや乗り合いタクシー
の最適利⽤を調整し、スムーズな運⾏を
⾏う
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図 17 中富良野町 2050 脱炭素イメージ 
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 区域施策編の実施及び進捗管理 
本計画の実施及び進捗管理は以下のとおり実施します。 
 

 実施 
「1－4 推進体制」で定めた推進体制に基づき、庁内関係部局や庁外ステークホルダーとの適切な連携

の下に、各年度において実施すべき対策・施策の具体的な内容を検討し、着実に実施します。 
 

 進捗管理・評価 
計画の中間年である 2027（令和 9）年度と、最終年である 2030（令和 12）年度において、区域

全体の温室効果ガス排出量について把握するとともに、計画全体の⽬標に対する達成状況を評価し、その
結果を町のホームページや広報紙などを通じて公表します。 

 

 ⾒直し 
計画の中間年である 2027（令和 9）年度における進捗管理・評価の結果や今後の社会状況の変化

等を踏まえ、必要に応じて計画内容を⾒直すこととします。 
 

 
図 18 本計画における PDCA の全体像 

 
 
 
 

  

Plan

基本的事項 2050年の
脱炭素社会

2030年の
⽬標

⽬標に向けた
施策 進捗管理体制

Do

Plan Do Check Act

施策の改善・検討

取組⽬標の進捗把握

Check＆
Act 計画の⾒直しの検討（必要に応じて改定のPlanへ）
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 参考資料 
（1） 温室効果ガス排出量の推計における活動量の設定 

温室効果ガス排出量の推計における各部⾨・分野の活動量は「地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）
策定・実施マニュアル（算定⼿法編）（令和 5 年 3 ⽉）」における「標準的⼿法」の推計に⽤いる活動量
を⽤いることとしています。 

また、2030（令和 12）年度における活動量は、過去 10 年間における実績のトレンドを再現した推計
式（数学的統計式）等を考慮し、適正と考えられる設定により推計します。 

 

① 産業部⾨（製造業） 
産業部⾨（製造業）の活動量は「製造品出荷額等」となっていますが、2018（平成 30）年度から

2019（令和元）年度にかけて活動量が 50％弱、減少しています。 
そのため、統計式によりトレンドを再現することは難しいと考え、2020（令和 2）年度の活動量を維持

して 81,882 万円と設定するものとしました。 
 

 

図 19 産業部⾨（製造業）の活動量（製造品出荷額等）の実績 
 

  

番号(x) 年度 実績値（万円）
1 2011年度 162,535
2 2012年度 106,055
3 2013年度 116,264
4 2014年度 126,155
5 2015年度 123,973
6 2016年度 130,450
7 2017年度 146,621
8 2018年度 156,998
9 2019年度 87,434
10 2020年度 81,882



 

33 

② 産業部⾨（建設業・鉱業） 
産業部⾨（建設業・鉱業）の活動量は「従業者数」となっていますが、この活動量の出典は経済セン

サス-基礎調査（2020（令和 2）年度は経済センサス-活動調査）であり、5 年ごとの統計となっていま
す。 

そのため、この活動量よりトレンドを再現することは難しいと考え、後述する⼈⼝（運輸部⾨（鉄道）の
活動量）を基に、2020（令和 2）年度実績に対する割合より設定するものとしました。 

 
2020（令和 2）年度における産業部⾨（建設業・鉱業）の従業者数︓ 102 ⼈ 
2020（令和 2）年度における⼈⼝︓ 4,849 ⼈ 
2030（令和 12）年度における⼈⼝︓ 4,467 ⼈ 
⇒2030（令和 12）年度における産業部⾨（建設業・鉱業）の従業者数︓ 94 ⼈ 
 

③ 産業部⾨（農林⽔産業） 
産業部⾨（農林⽔産業）の活動量は「従業者数」となっていますが、この活動量の出典は経済センサ

ス-基礎調査（2020（令和 2）年度は経済センサス-活動調査）であり、5 年ごとの統計となっています。 
そのため、この活動量よりトレンドを再現することは難しいと考え、後述する⼈⼝（運輸部⾨（鉄道）の

活動量）を基に、2020（令和 2）年度実績に対する割合より設定するものとしました。 
 
2020（令和 2）年度における産業部⾨（農林⽔産業）の従業者数︓ 155 ⼈ 
2020（令和 2）年度における⼈⼝︓ 4,849 ⼈ 
2030（令和 12）年度における⼈⼝︓ 4,467 ⼈ 
⇒2030（令和 12）年度における産業部⾨（農林⽔産業）の従業者数︓ 143 ⼈ 
 

④ 業務その他部⾨ 
業務その他部⾨の活動量は「従業者数」となっていますが、この活動量の出典は経済センサス-基礎調

査（2020（令和 2）年度は経済センサス-活動調査）であり、5 年ごとの統計となっています。 
そのため、この活動量よりトレンドを再現することは難しいと考え、後述する⼈⼝（運輸部⾨（鉄道）の

活動量）を基に、2020（令和 2）年度実績に対する割合より設定するものとしました。 
 
2020（令和 2）年度における業務その他部⾨の従業者数︓ 1,392 ⼈ 
2020（令和 2）年度における⼈⼝︓ 4,849 ⼈ 
2030（令和 12）年度における⼈⼝︓ 4,467 ⼈ 
⇒2030（令和 12）年度における業務その他部⾨の従業者数︓ 1,282 ⼈ 
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⑤ 家庭部⾨ 
家庭部⾨の活動量は「世帯数」となっていますが、過去 10 年間の実績に⼤きな変化が⾒られません。 
そのため、過去 10 年の平均値を設定するものとしました。 
 

 

 
図 20 家庭部⾨の活動量（世帯数）の実績 

  

番号(x) 年度 実績値（世帯）
1 2011年度 2,193
2 2012年度 2,206
3 2013年度 2,196
4 2014年度 2,186
5 2015年度 2,158
6 2016年度 2,173
7 2017年度 2,187
8 2018年度 2,198
9 2019年度 2,174
10 2020年度 2,172
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⑥ 運輸部⾨（旅客⾃動⾞） 
運輸部⾨（旅客⾃動⾞）の活動量は「⾃動⾞保有台数」であり、過去10年間の実績を⽤いた統計

式では、「直線式」が最も相関が⾼い統計式となりました。そのため、将来の活動量は「直線式」による推
計値としました。 

 

 

 
図 21 運輸部⾨（旅客⾃動⾞）の活動量（⾃動⾞保有台数）の実績と統計式による推計値 

  

番号(x) 年度 実績値
1 2011年度 2,972
2 2012年度 3,016
3 2013年度 3,073
4 2014年度 3,049
5 2015年度 3,051
6 2016年度 3,029
7 2017年度 3,013
8 2018年度 2,995
9 2019年度 2,980
10 2020年度 2,957 単位︓台

番号(x) 年度 直線式 分数式 ルート式 対数式 べき乗式 指数式
11 2021年度 2,941 2,953 2,945 2,949 2,948 2,941
12 2022年度 2,925 2,949 2,934 2,941 2,941 2,926
13 2023年度 2,909 2,947 2,923 2,933 2,934 2,910
14 2024年度 2,893 2,944 2,912 2,927 2,927 2,895
15 2025年度 2,877 2,942 2,902 2,920 2,921 2,879
16 2026年度 2,861 2,940 2,892 2,914 2,915 2,864
17 2027年度 2,845 2,938 2,882 2,909 2,910 2,849
18 2028年度 2,829 2,937 2,873 2,904 2,905 2,834
19 2029年度 2,813 2,936 2,864 2,899 2,900 2,819
20 2030年度 2,797 2,934 2,855 2,894 2,896 2,804

0.9903 0.9104 0.9805 0.9636 0.9623 0.9899
1 6 3 4 5 2

※各推計式の末尾の(　)の数値は2020年度における推計式による算出値と実績値の差となっています。

直線式
分数式
ルート式
対数式
べき乗式
指数式

y=-15.96x+3,122.14(+6)
y=450.75284(1/x)+2,937.86106(+26)
y=-77.89480+x^(1/2)+3,213.63841(+10)
y=-91.541LN(x)+3,183.278(+15)
y=3,187.62590×(x^-0.030)(+18)
y=3,123.80915×(0.99472^x)(+6)

相関係数(r)
順位
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⑦ 運輸部⾨（貨物⾃動⾞） 
運輸部⾨（貨物⾃動⾞）の活動量は「⾃動⾞保有台数」であり、過去10年間の実績を⽤いた統計

式では、「対数式」が最も相関が⾼い統計式となりました。そのため、将来の活動量は「対数式」による推
計値としました。 

 

 

 
図 22 運輸部⾨（貨物⾃動⾞）の活動量（⾃動⾞保有台数）の実績と統計式による推計値 

 
  

番号(x) 年度 実績値
1 2011年度 1,066
2 2012年度 1,086
3 2013年度 1,300
4 2014年度 1,293
5 2015年度 1,288
6 2016年度 1,350
7 2017年度 1,396
8 2018年度 1,398
9 2019年度 1,313
10 2020年度 1,396 単位︓台

番号(x) 年度 直線式 分数式 ルート式 対数式 べき乗式 指数式
11 2021年度 1,429 1,399 1,419 1,411 1,413 1,435
12 2022年度 1,462 1,402 1,441 1,424 1,429 1,475
13 2023年度 1,495 1,405 1,463 1,436 1,443 1,516
14 2024年度 1,528 1,407 1,483 1,447 1,456 1,558
15 2025年度 1,561 1,409 1,503 1,457 1,469 1,602
16 2026年度 1,594 1,410 1,522 1,467 1,481 1,646
17 2027年度 1,626 1,412 1,540 1,476 1,492 1,692
18 2028年度 1,659 1,413 1,558 1,484 1,503 1,739
19 2029年度 1,692 1,414 1,575 1,492 1,513 1,788
20 2030年度 1,725 1,415 1,592 1,500 1,522 1,837

0.8270 0.8878 0.8802 0.9134 0.9078 0.8124
5 3 4 1 2 6

※各推計式の末尾の(　)の数値は2020年度における推計式による算出値と実績値の差となっています。

直線式
分数式
ルート式
対数式
べき乗式
指数式

y=32.85x+1,107.93(+40)
y=-385.06221(1/x)+1,401.38350(-33)
y=149.39080+x^(1/2)+952.94459(+29)
y=149.844LN(x)+1,062.270(+11)
y=1,066.31327×(x^0.123)(+19)
y=1,108.27856×(1.02700^x)(+51)

相関係数(r)
順位
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⑧ 運輸部⾨（鉄道） 
運輸部⾨（鉄道）の活動量は「⼈⼝」であり、⼈⼝の将来推計については「中富良野町地⽅⼈⼝ビ

ジョン（改訂版）（令和 3 年 3 ⽉）」における⽬標⼈⼝を基に設定するものとしました。 
 

表 17 中富良野町⼈⼝ビジョン（改訂版）における将来展望⼈⼝ 

年度 
2025 

（令和 7）年度 
2030 

（令和 12）年度 
2035 

（令和 17）年度 
2040 

（令和 22）年度 
⽬標⼈⼝（⼈） 4,725 4,467 4,230 3,991 

 

⑨ 運輸部⾨（船舶） 
運輸部⾨のうち船舶の活動量は「⼊港船舶総トン数」であり、本町においては港湾がないため、将来に

おいても活動量は「０」と設定します。 
 

⑩ 廃棄物分野（⼀般廃棄物） 
運輸部⾨のうち船舶の活動量は「焼却量」であり、本町においては廃棄物処理施設がないため、将来

においても活動量は「０」と設定します。 
 

（2） 温室効果ガス排出量の削減⽬標に向けた省エネポテンシャルの設定 
温室効果ガス排出量の削減⽬標達成のためには、省エネ・再エネにより削減する必要があります。 
このうち、省エネポテンシャルについては、環境省「地球温暖化対策計画（令和 3 年 10 ⽉ 22 ⽇閣議決

定）」における「エネルギー起源⼆酸化炭素に関する対策・施策の⼀覧」より、国全体における削減⾒込み
量を各対策に対応する指標の活動量の全国値に対する本町値の割合で按分して推計するものとします。 
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（3） 省エネルギーに関する取組の効果事例 
 

表 20 家庭における省エネルギーに関する取組の効果事例 

エネルギー 
の種類 

取組内容 
年間エネルギー 

削減効果 

CO₂ 
年間削減量 
（kg-CO₂） 

電気 

照明器具（⽩熱電球 1 個）の LED への交換 90.00kWh/個 48.0 

使⽤時間を 1 ⽇ 1 時間削減（⽩熱電球の場合） 19.71kWh/個 10.5 

パソコンの使⽤時間を 1 ⽇ 1 時間削減（デスクトップの場
合） 

31.57kWh/台 16.8 

エアコンの冷房設定温度を 1℃上げた場合 30.24kWh/台 16.1 
エアコンの暖房設定温度を 1℃下げた場合 53.08kWh/台 28.3 

電気ポットを⻑時間使⽤しないときはプラグを抜く 107.45kWh/台 57.3 

ジャー炊飯器を⻑時間使⽤しないときはプラグを抜く 45.78kWh/台 24.4 

温⽔洗浄便座を使わないときはフタを閉める 34.90kWh/基 18.6 

灯油 
FF 式⽯油ストーブの設定温度を 2℃下げた場合 35.5L/台 88.4 
FF 式⽯油ストーブの運転時間を 1 ⽇ 1 時間削減 9.8L/台 24.4 

ガソリン 

ふんわりアクセル「e スタート」 83.57L/台 193.9 
加減速の少ない運転 29.29L/台 68.0 
早めのアクセルオフ 18.09L/台 42.0 
アイドリングストップ 17.33L/台 40.2 

※CO2 排出係数について、電⼒︓0.533kg-CO₂/kWh（北海道電⼒株式会社の 2022（令和 4）年度実績
における基礎排出係数）、灯油︓2.49kg-CO₂/L、ガソリン︓2.32kg-CO₂/L として算出。 

出典︓北海道経済産業局「実践︕おうちで省エネ（2023 年度版）」 
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（4） ⽤語の解説 
 

 
●エコツーリズム 

地域ぐるみで⾃然環境や歴史⽂化など、地域固有
の魅⼒を観光客に伝えることにより、その価値や⼤切さ
が理解され、保全につながっていくことを⽬指していく仕
組み。 

 
●エコドライブ 

環境負荷の軽減に配慮した⾃動⾞使⽤のこと。具
体的には、燃費の把握やゆとりをもった運転、エアコンの
適切使⽤やアイドリングストップなどを指す。 

 
●温室効果ガス 

⼤気中の熱を吸収する性質のあるガスのこと。地表
から放射された⾚外線の⼀部を吸収することにより、⼤
気を温める（温室効果）作⽤を持つ。温暖化対策の
⽂脈では、具体的には⼆酸化炭素、メタン、⼀酸化⼆
窒素、フロンなどを指す。 

 

 
●カーボンクレジット 

⼆酸化炭素など温室効果ガスの排出削減量を、主
に企業間で売買可能にする仕組みのこと。 

 
●カーボンニュートラル 

⼆酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を実質ゼ
ロにすること。排出量を削減するほかに、森林などによる
吸収で埋め合わせすることも指す。ゼロカーボン、ネット
ゼロも同様の意味で使⽤する。 

 
●カーボンリサイクル 

⼆酸化炭素を炭素資源（カーボン）と捉え、これを
回収し、多様な炭素化合物として再利⽤（リサイクル）
する⼿法。具体的には、⼆酸化炭素を吸収してつくった
コンクリート製品や構造物などの鉱物、⼆酸化炭素で
培養する藻類を原料としたバイオ燃料などの燃料、「⼈
⼯光合成」によってつくるプラスチック原料などの化学品
などが挙げられる。 

 

●グリーンツーリズム 
農⼭漁村に滞在し、農漁業体験を楽しみ、地域の

⼈々との交流を図る余暇活動のこと。 
 

●固定価格買取制度/FIT 
エネルギーの買い取り価格に関する助成制度の⼀つ。

ここでは「再⽣可能エネルギーの FIT」を指し、再⽣可
能エネルギーで発電した電気を、電⼒会社が⼀定価格
で⼀定期間買い取ることを国が約束する制度を指す。 

 

 
●再⽣可能エネルギー 

太陽光、⾵⼒その他⾮化⽯エネルギー源のうち、エ
ネルギー源として永続的に利⽤することができると認めら
れるもの。温室効果ガスを排出せず、国内で⽣産でき
ることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望か
つ多様なエネルギー源とされる。 

グリーンエネルギー（グリーン電⼒）は再⽣可能エネ
ルギーを⽤いてつくられた電⼒で、ほぼ同義として⽤いら
れる。 

 
●サプライチェーン 

製品の原料や部品などの調達、製造、販売に⾄る
⼀連の流れ。 

 
●蒸気フラッシュ 

地中深くの熱資源（地熱貯留槽）に向けて井⼾
（⽣産井）を掘削し、⾼温の地熱流体から取り出した
蒸気によってタービンを回すことで発電する⽅式。 

 
●スマート農業 

ロボット、AI、IoT など先端技術を活⽤する農業のこ
と。無⼈で⾃動⾛⾏する農業機械、遠隔監視、⾃動
制御、遠く離れたところ対象物に触れずに対象物の形
や性質を測定する技術（リモートセンシング）、可変
施肥技術等、多様な分野での技術開発が期待されて
いる。 
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●ゼロカーボン・ドライブ 
太陽光や⾵⼒などの再⽣可能エネルギーを使って発

電した電⼒（再エネ電⼒）と電気⾃動⾞、プラグイン
ハイブリッド⾞、燃料電池⾃動⾞などを活⽤する⾛⾏
時の⼆酸化炭素排出量がゼロであるドライブ。 

 
●ソーラーカーポート 

カーポート（柱と屋根のみで構築された簡易的な⾞
庫）の屋根の部分に太陽光パネルを設置した⾞庫の
こと。 

 

 
●脱炭素社会 

地球温暖化・気候変動の原因となる温室効果ガス
のうち、最も排出量の多い⼆酸化炭素について、実質
的な排出量ゼロを達成している社会を指す。 

 
●低温バイナリー 

加熱源により沸点の低い媒体を加熱・蒸発させて、
その蒸気でタービンを回す⽅式。 

 
●デマンド交通 

予約する利⽤者に応じて運⾏する時刻や経路を変
更して運⾏する⽅式の交通システム。 

 
●導⼊ポテンシャル 

賦存量のうち、エネルギーの採取・利⽤に関する
種々の制約要因（⼟地の傾斜、法規制、⼟地利⽤、
居住地からの距離等）により利⽤できないものを除い
たエネルギー資源量のこと。 

 
●特定事業者/特定事業所 

法⼈格を原則した事業者のうち「事業全体のエネル
ギー使⽤量（原油換算値）が合計して 1,500kL/年
度以上」であり「事業全体のエネルギー使⽤量を国に
届け出て、特定事業者の指定を受けた」者のこと 

 
 
 
 
 

 
●ナチュラルビズ 

クールビズとウォームビズを統合した省エネルギー・節
電を強く意識した働きやすい服装で年間を通して⾏う
北海道独⾃の取組。 

 

 
●ハイブリッド⾞/HV 

⼀般的にガソリンエンジンと電気モーターを備えている
２種類以上の動⼒を持つ⾞。 

 
●賦存量 

法規制、⼟地⽤途、利⽤技術や技術⽔準などの制
約を考慮しない場合に、理論的に取り出すことができる
エネルギー資源量のこと。具体的には、設備の設置可
能⾯積や⾵速、河川流量といった数値から算出可能
な量を指す。 

 
●プラグインハイブリッド⾞/PHV/PHEV 

ハイブリッド⾞に外部充電機能を加えた⾞で、バッテリ
ー容量が⼤きいため、電気だけで⾛れる距離が⼤幅に
⻑くなった⾞。PHV、PHEVはメーカーによる呼称の差。 

 

 
●⽊質バイオマス 

⽊材に由来する再⽣可能な資源のことで、燃料とし
て利⽤できる間伐材や製材⼯場から出る⽊の⽪などを
指す。 

 

 
●レジリエンス 

本計画においては、電源について指しており、災害等
の発⽣前後における、ハード・ソフト⾯での安全性・堅
牢性及び迅速な停⽌復旧能⼒を指す。 
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●BAU 

Business as usual（現状趨勢（すうせい））の
略語。本計画における BAU ケースとは、現状のまま脱
炭素化に向けた取組をしないケースを指す。追加的な
対策を⾒込まずに⼈⼝減少等の社会・経済の変化に
よる影響のみを考慮した場合、温室効果ガス排出量が
どう変化するかを推計したものを BAU 推計と呼ぶ。 

 
●CFP/カーボンフットプリント 

Carbon Footprint of Products の略称の略語。
商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに⾄
るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効
果ガスの排出量を⼆酸化炭素に換算して、商品やサー
ビスに分かりやすく表⽰する仕組みのこと。 

 
●EMS/HEMS/BEMS/FEMS/CEMS 

Energy Management System（エネルギーマネ
ジメントシステム）の略語。家庭や⼯場、ビルなどにおけ
るエネルギー使⽤状況を把握した上で、最適なエネル
ギー利⽤を実現するためのシステム。「⾒える化」や管
理、分析、⾃動制御といった各種⼿法がある。対象に
よって HEMS（家庭）、BEMS（事業所等）、
FEMS（⼯場）、CEMS（地域）などと呼ばれる。 

 
●ICT 

Information and Communication Technol
ogy（情報通信技術）の略語。通信技術を活⽤した
コミュニケーションを意味し、インターネットや SNS といっ
たものを活⽤したコミュニケーションや、それらを⽤いるた
めの OA 機器やアプリケーションなど全体を指す。 

 
●IoT 

Internet of Things の略語。従来インターネットに
接続されていなかった様々なモノ（センサー機器、駆動
装置（アクチュエーター）、住宅・建物、⾞、家電製品、
電⼦機器など）が、ネットワークを通じてサーバーやクラ
ウドサービスに接続され、相互に情報交換をする仕組
み。「モノのインターネット」という意味で使われる。 

 
 

●IPCC 
Intergovernmental Panel on Climate Cha

nge（気候変動に関する政府間パネル）の略語。世
界気象機関（WMO）及び国連環境計画（UNEP）
によって設⽴された政府間組織であり、気候変動に関
する最新の科学的知⾒の評価を提供する。 

 
●LED 

寿命が⻑い、消費電⼒が少ない、応答が速いなどの
基本的な特⻑を持った半導体。LED 照明はこの特⻑
を照明に利⽤したもの。 

 
●SDGs 

Sustainable Development Goals（持続可能
な開発⽬標）の略語。平成 27（2015）年、国連
サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030
アジェンダ」で掲げられた持続可能な開発⽬標のこと。
環境問題・差別・貧困・⼈権問題といった課題を、世
界全体で令和 12（2030）年までに解決することを
⽬指す国際社会の共通の⽬標として位置づけられてい
る。 

 
●ZEB/ZEH 

Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ビル、ゼブ）または Net Zero Energy House
（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、ゼッチ）の略称。建
築物における⼀次エネルギー消費量を、建築物・設備
の省エネ性能の向上、エネルギーの⾯的利⽤、オンサイ
トでの再⽣可能エネルギーの活⽤等により削減し、年
間での⼀次エネルギー消費量が正味（ネット）でゼロ
または概ねゼロとなる建築物のこと。 
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